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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２９年１０月１１日（平成２９年（行個）諮問第１５７号） 

答申日：平成２９年１２月４日（平成２９年度（行個）答申第１４９号） 

事件名：本人に係る機会均等調停会議に関する文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「機会均等調停会議：特定番号関係書類，資料一式」に記録された保有

個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を

不開示とした決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分

については，別紙２に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，静

岡労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２９年６月９日付け静労

個開（決）第２９－２５号により行った一部開示決定（以下「原処分」と

いう。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   雇用主である，特定事業場は，私 労働者が労務に服する過程で生命及

び健康を害しないようにする職場環境などに配慮する義務。 

   また，労働契約に伴い，労働者がその生命，身体等の安全を確保しつつ

労働する事が出来るよう，必要な配慮をする義務があるはずである。 

   今回，事業主はこれら義務を怠ったと言える。 

   私が，今後，復職するにあたり，このような事業主の雇用環境に戻る事

は，生命，身体及び健康を害さない事は，保障できない。 

   このため，事業主と私が復職するときの，労働者の権利を明確にし，安

心，安全に復職するため，事業主の言い分を明確にする必要があるので，

審査請求人が要求した，機会均等調停会議：特定番号関係書類，資料一式

の全部開示を請求する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に対し，原処分において不開示とした情報のうち，下記２

（５）に掲げる部分については新たに開示した上で，その余の部分につい
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ては，法１４号２号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処分を維持して

不開示とすることが妥当である。 

２ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，審査請求人が申請した調停に係る調停カー

ド及び添付書類である。 

（２）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和４７年法律第１１３号。以下「均等法」という。）１８条に基づ

く調停について 

ア 調停について 

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）（以下「雇用環境・均等

室」という。）においては，均等法及び同法施行規則に基づき，①

労働者や事業主等からの相談業務，②紛争解決の援助業務（均等法

１７条（紛争解決の援助）及び１８条（調停）），③均等法の遵守

を求める業務（均等法２９条）等を実施している。 

このうち，②の均等法１８条に基づく調停は，労働者と事業主との

間でトラブルが生じた場合，調停委員により構成される機会均等調

停会議において，当事者双方の意見を聴取し，双方の意見を尊重し

つつ，同法の趣旨に沿って調停案を作成し，当事者双方に調停案の

受諾を勧告することにより，紛争の解決を図るものである。 

イ 均等法調停カード及び添付書類について 

均等法調停カードは，ａ基本情報（記載項目：申請人，事項，事件

番号，申請から完了までの各手続における年月日，労働者，事業主，

各代理人及び補佐人，委員会が出頭を求めた者，労使からの意見聴

取，事件の概要，法的判断，調停案の概要，調停の結果），ｂ経緯

（記載項目：年月日，対象者，方法，担当者，概要）で構成されて

いる。本件では，これに申請人から提出された調停申請書並びに調

停の開始決定，調停会議の開催，打ち切りにかかる通知及び決裁文

書，調停議事要旨及び調停会議の内容報告書，労働者（本件請求者

である申請人）から提出があった資料，事業主（被申請人）から提

出があった資料（以下「事業主提出資料」という。）が添付されて

いる。 

（３）原処分における不開示部分について 

原処分においては，以下の事項の一部又は全てを不開示とした。 

ア 均等法調停カード 

ａ基本情報のうち「事業主」にかかる「補佐人」欄の氏名，住所， 

ＴＥＬ番号の記載，「委員会が出頭を求めた者」欄の氏名，職，住

所，ＴＥＬ番号の記載，「法的判断」欄の記載，ｂ経緯のうち「年
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月日」，「対象者」，「方法」，「概要」欄の記載 

イ 添付書類 

（ア）申請人から提出された調停申請書並びに調停の開始決定，調停会

議の開催，打ち切りにかかる通知及び決裁文書 

被申請人あて調停会議開催通知のうち出席を求める担当者の職及

び氏名並びに調停会議の開催時間及び場所，被申請人担当者から提

出された補佐人許可申請書 

（イ）調停議事要旨及び調停会議の内容報告書 

被申請人からの事情聴取を行う調停会議の開催時間，場所，被申

請人出席者職・氏名，内容並びに調停会議における申請人及び被申

請人からの聴取内容に係る調停委員からの主任調停委員あて報告文

書全て 

（ウ）事業主提出資料 

全て 

（４）不開示情報該当性について 

ア 法１４条２号について 

均等法調停カードのａ基本情報の「補佐人」及び「委員会が出頭を

求めた者」，添付書類のうち被申請人あて調停会議開催通知及び決

裁文書案，被申請人側担当者から提出された補佐人許可申請書には，

審査請求人以外の個人に関する情報であって，審査請求人以外の特

定の個人を識別することができる氏名等，また，他の情報と照合す

ることにより，審査請求人以外の特定の個人を識別することができ

る情報が含まれており，当該情報は法１４条２号の不開示情報に該

当し，かつ同号ただし書イないしハのいずれにも該当しないことか

ら，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

イ 法１４条３号イについて 

均等法調停カードのａ基本情報の「法的判断」欄には，法違反につ

いての雇用環境・均等室の判断が具体的に記載されている。これら

は審査請求人が知り得る情報ではなく，これらを開示した場合，雇

用管理に係る内部情報等が明らかとなり，記載内容に不満を抱いた

審査請求人等からいわれのない批判を受け，不当な干渉を受けるな

ど当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があることから，法１４条３号イの不開示情報に該当するため，原

処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

ウ 法１４条７号柱書きについて 

均等法調停カードのａ基本情報の「法的判断」欄及びｂ経緯の「年

月日」「対象者」「方法」「概要」欄には，法違反についての雇用

環境・均等室の判断，被申請人と雇用環境・均等室とのやり取り及
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び調停委員と雇用環境・均等室とのやり取りが記載されている。ま

た，添付書類のうち被申請人あて調停会議開催通知及び決裁文書案

には，被申請人からの事情聴取を行う調停会議の開催時間及び場所

が記載されている。さらに，添付書類のうち調停会議議事要旨及び

調停会議の内容報告書には，被申請人からの事情聴取を行う調停会

議の開催時間，被申請人出席者職・氏名，内容及び調停会議におけ

る申請人及び被申請人からの聴取内容に係る調停委員からの主任調

停委員あての報告が含まれている。おって，被申請人の主張に付随

するものとして事業主提出資料が添付されている。 

仮に，これらのうち法違反についての雇用環境・均等室の判断，被

申請人と雇用環境・均等室のやり取り及び調停会議における被申請

人の主張に関する情報が開示されることとなれば，雇用管理に係る

内部情報や被申請人の主張等が審査請求人にそのまま明らかになる

ことから，被申請人が調停への参加そのものをちゅうちょしたり，

参加しても自らの不利になる申述を意図的に忌避する結果，調停委

員が正確な情報を把握した上で適切な判断を行うことが困難となり，

関係者の協力を得ながら労使の紛争の解決を目指す紛争解決援助に

係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

また，仮に，これらのうち調停委員と雇用環境・均等室とのやり取

り及び調停委員からの主任調停委員あての報告に関する情報が開示

されることとなれば，調停事務の手法等が明らかとなり，紛争解決

援助に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 

以上のことから，これらの情報は，法１４条７号柱書きの不開示情

報に該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当であ

る。 

（５）新たに開示する部分 

原処分において不開示とした部分のうち，均等法調停カードのｂ経緯

４の対象者及び概要，補佐人許可申請書に記載された審査請求人以外の

個人に関する情報を除く部分並びに被申請人あて調停の開催通知（案），

開催通知及び調停会議議事要旨（被申請人からの事情聴取）の調停会議

の開催場所については，原処分で開示されている情報から推認できる内

容であり，法１４条各号に定める不開示情報に該当しないため，新たに

開示することとする。 

３ 審査請求人の主張に対する反論 

審査請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「雇用主は，

私 労働者が労務に服する過程で生命及び健康を害しないようにする職場

環境などに配慮する義務。また，労働契約に伴い，労働者がその生命，身

体等の安全を確保しつつ労働する事が出来るよう，必要な配慮をする義務
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があるはずである。今回，事業主はこれら義務を怠ったと言える。私が，

今後，復職するにあたり，このような事業主の雇用環境に戻る事は，生命，

身体及び健康を害さない事は，保障できない。このため，事業主と私が復

職するときの，労働者の権利を明確にし，安心，安全に復職するため，事

業主の言い分を明確にする必要があるので，審査請求人が要求した書類，

資料一式の全部開示を請求する」等と主張しているが，上記２（４）で述

べたとおり，法１２条に基づく開示請求に対しては，開示請求対象保有個

人情報ごとに法１４条各号に基づいて開示・不開示の判断をしているもの

であり，審査請求人の主張は本件対象保有個人情報の開示決定の結論に影

響を及ぼすものではない。 

４ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，上記２（５）で開示することとした部分については新たに開示した上

で，その余の部分については，法１４条２号，３号イ及び７号柱書きに基

づき，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。    

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年１０月１１日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同月２６日        審議 

   ④ 同年１１月１６日     本件対象保有個人情報の見分及び審議         

   ⑤ 同月３０日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「機会均等調停会議：特定番号関係書類，資

料一式」に記録された保有個人情報であり，具体的には別紙１に掲げる文

書に記録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして，不開示とする原処分を行っ

た。 

審査請求人は，原処分の取消しを求めているところ，諮問庁は，諮問に

当たり，原処分で不開示とした部分のうち，一部を新たに開示することと

しているが，その余の部分については，法１４条２号，３号イ及び７号柱

書きに該当し，なお不開示とすべきとしている。 

このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。 

２ 不開示情報該当性について 
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（１）別紙２に掲げる部分について 

ア ５頁「年月日」欄及び７頁「概要」欄４行目 

当該部分は，調停委員の決定等に係る日付及び調停会議の開催に係

る情報であり，これを開示しても，労使紛争の解決を目指す紛争解

決援助に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認

められない。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当せず，開示す

べきである。 

   イ ８頁「対象者」欄，「方法」欄及び「概要」欄２行目２７文字目な

いし３行目並びに３８頁４行目及び１１行目 

当該部分は，いずれも原処分で開示されている部分及び諮問庁が新

たに開示する部分から推認できる内容であり，上記アと同様の理由

により，法１４条７号柱書きに該当せず，開示すべきである。 

 （２）その余の不開示部分について 

   ア 法１４条２号該当性について 

１頁，２頁の「委員会が出頭を求めた者」欄，３３頁及び３７頁

（「１  日時」欄の記載を除く。）並びに３８頁（１行目を除

く。）の不開示部分は，氏名，住所，電話番号，職及び担当者の印

影等であって，それぞれ一体として法１４条２号本文前段に規定す

る審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別

することができるものに該当する。 

     当該部分は，審査請求人が知り得る情報であるとはいえないことか

ら，法１４条２号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに

該当する事情も認められない。さらに，当該部分は個人識別部分で

あることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   イ 法１４条７号柱書き該当性について 

（ア）４頁，５頁，７頁ないし１１頁，３３頁及び３７頁の「１ 日

時」欄，３８頁１行目，５５頁ないし５７頁並びに５９頁ないし６

１頁の不開示部分 

   ４頁，５頁，７頁ないし１１頁の不開示部分には，雇用環境・均

等室と調停委員等とのやり取り及びやり取りに係る情報並びに調停

内容等に係る情報が，３３頁及び３７頁には，被申請人からの事情

聴取を行う調停会議の開催時間が，３８頁には，被申請人からの補

佐人申請に係る情報が，５５頁ないし５７頁には，被申請人からの

聴取内容等調停会議議事要旨が，５９頁ないし６１頁には，調停会

議における当事者双方からの聴取内容に係る報告が記載されている。 
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紛争解決援助制度のうち，均等法１８条に基づく調停は，弁護士，

大学教授，社会保険労務士などの労働問題の専門家である調停委員

が，非公開で開催される機会均等調停会議において，当事者双方の

意見を聴取し，双方の意見を尊重しつつ，公平かつ中立的な立場か

ら，均等法の趣旨に沿った調停案を作成し，双方に調停案の受諾を

勧告し，紛争の解決を図る制度である。 

そのため，当該制度の趣旨等に鑑みると，これらを開示すると，

雇用管理情報や被申請人の主張，調停委員の被申請者への対応等が

審査請求人に明らかになり，被申請人が申請人の反応を考慮して，

調停への参加や自らの不利になる申述を意図的に忌避する等により，

均等法に基づき国の機関が行う労使間の紛争の解決を図る事務の適

正な遂行に支障を及ぼす可能性は否定できない。 

      したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，不開示

とすることが妥当である。 

（イ）事業主提出資料 

２５０頁ないし２７１頁は，被申請人から提出された資料であり，

上記（ア）と同様の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，不

開示とすることが妥当である。 

   （ウ）２頁の「法的判断」欄 

当該部分は，本件調停事案に係る法違反についての雇用環境・均

等室の判断が記載されており，上記（ア）と同様の理由により，法

１４条７号柱書きに該当し，同条３号イについて判断するまでもな

く，不開示とすることが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について              

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とした決定に

ついては，諮問庁が同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当するとしてな

お不開示とすべきとしている部分のうち，別紙２に掲げる部分を除く部分

は，同条２号及び７号柱書きに該当すると認められるので，同条３号イに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることは妥当であるが，別紙２に

掲げる部分は，同条７号柱書きに該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別紙１ 

  

 ○均等法調停カード（１頁ないし１２頁） 

 ○添付資料（１３頁ないし２７１頁） 

  ・申請人から提出された調停申請書（１３頁及び１４頁） 

・調停の開始決定に係る決裁文書等（１５頁ないし３０頁） 

・調停会議の開催に係る決裁文書等（３１頁ないし３８頁） 

・打ち切りに係る決裁文書等（３９頁ないし４２頁） 

・調停議事要旨（申請人）（４３頁ないし５４頁） 

・調停議事要旨（被申請人）（５５頁ないし５８頁） 

・調停会議の内容報告書（５９頁ないし６１頁） 

・審査請求人から提出があった資料（６２頁ないし２４９頁） 

・事業主提出資料（２５０頁ないし２７１頁） 

 

  ※（）内の頁について 

理由説明書では頁番号は付番されていないが，当審査会事務局より諮

問庁に確認の上，該当ページを記載している。 
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別紙２ 

  

 ・５頁「年月日」欄 

 ・７頁「概要」欄４行目 

 ・８頁「対象者」欄，「方法」欄及び「概要」欄２行目２７文字目ないし３

行目 

 ・３８頁４行目及び１１行目 

  

 


